
 

勤務開始日の初日 

障害者手帳の入手 

障害福祉サービス等利用

受給者証の入手 

見学 

面接及び体験 

ハローワーク紹介状入手 

採用のための面接及び体

験の申込 

採用結果の通知 

勤務開始日の決定 

見学の申込      

※当サイトでも簡単「事

業所見学予約」の申込が

できます。 

市
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ハ
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就
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継
続
支
援
Ａ
型
事
業
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障害者手帳を

持っていない

人は入手して

下さい。 

時間の流れ 

就労にはハローワー
クでの登録が必須で
す。※障害者手帳か医

師の診断書が必要 連絡をする 

就労継続支援Ａ型事業所サービス利用の手続きの流れ 

企業等に就労することが困難な方であって雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な、原則 18歳以
上６５歳未満で、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方（利用開始時６５歳未満の方）。 
具体的には……○就労移行支援事業を利用したが企業等の雇用に結びつかなかった方 

○特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが企業等の雇用に結びつかなかった方 
○企業等を離職した方など就労経験のある方で現に雇用関係がない方 

※お互い都合の

良い時間を決め

ます。 

※半日から 5日位まで

事業所によって異なり

ます。 

紹介状入手、

並びに面接及

び体験の予約

をハローワー

クから入れて

もらう。 

持参するもの：障害者手帳 

障害福祉サービス等利用受給者症 

ハローワークの紹介状 

写真付き履歴書 

※面接終了時に

結果をお知らせ

出来る場合もあ

ります。就業開

始日・時間や休

日などあらかじ

め希望があれば

伝えて下さい。 
印鑑を必ず持参

（契約に必要） 

※電話連絡で確認す

る場合もあります。 
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サービス利用の申請 
○心身の状況に関す

る 106 項目の調査 
○勘案事項の調査 
○サービスの利用意
向の聴取 

※
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
急
が
れ
る
方
は
早
め
に
申
請
し

て
下
さ
い
。 

障害福祉サービス等利用受
給者証を持っていない人は
相談してみて下さい。 

※手帳がなくても医師

の診断書があれば相談

は可能です。 

※暫定支給を行っ

ている市町村なら

就労の意向があれ

ば発行可能な場合

もあります。 

障害者手帳

か医師の診

断書必要 

※サービス等利用計画案を申請者

自身が作成している場合は事業所

から市町村へ採用を知らせる。 

ハローワークから事業所の方に

面接及び体験希望の連絡 


